
　秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

　　令和５年９月28日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

 秋田市規則第31号

 

　　　秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則の一部を改正する規則 

　秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則（平成20年秋田市規則第47

号）の一部を次のように改正する。 

　第１条中「第11条」を「第16条」に改める。 

　第４条の見出しを「（利用許可申請）」に改め、同条中「リフレッシュ

ガーデン使用許可申請書」を「秋田市リフレッシュガーデン利用許可申請

書」に改める。 

　第５条の見出しを「（利用許可書）」に改め、同条中「リフレッシュガ

ーデン使用許可書」を「秋田市リフレッシュガーデン利用許可書」に改め

 る。

　第６条の見出しを「（利用の中止等の届出）」に改め、同条中「使用」

 を「利用」に改める。

 　第７条および第８条を次のように改める。

 　（利用料金の承認申請）

第７条　条例第４条第１項の指定管理者（以下「指定管理者」という。）

は、条例第６条第１項の規定により利用料金の承認を受けようとすると

きは、秋田市リフレッシュガーデン利用料金（変更）承認申請書に利用

料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を

 添えて、市長に提出しなければならない。

 　（指定管理者に管理を行わせる場合の開場時間等）

第８条　条例第13条の規定によりリフレッシュガーデンの管理を指定管理



者に行わせる場合のリフレッシュガーデンの開場時間および休場日につ

いては、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市

長の承認を受けて、第２条に規定する開場時間もしくは第３条に規定す

 る休場日を変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。

 

　　　附　則 

 　（施行期日）

１　この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

 同年３月１日から施行する。

 　（準備行為）

２　改正後の秋田市リフレッシュガーデン条例施行規則第７条の規定によ

る秋田市リフレッシュガーデン利用料金（変更）承認申請書の提出その

他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。


